
答  申  第  ３０  号    

（諮  問  第  ２８  号）    

 

平成２７年３月１３日  

 

 

鎌倉市長  松  尾   崇   様  

 

 

              鎌倉市情報公開・個人情報保護審査会  

              会  長   安   冨    潔  

 

 

 

 平成２６年７月２８日付け鎌政第８１号で諮問のあった下記の事案

について、別紙のとおり答申します。  

 

 

記  

 

 行政文書不存在決定処分に対する異議申立てについて  
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１  審査会の結論  

 平成２６年６月９日付けで異議申立人が行政文書公開請求した

「２４鎌経第９４６号（文書番号）決裁日：平成２５年１月２３日

付『平成２５年度起業支援型雇用創造事業の必要額調査等について』

の添付書類の『平成２５年度起業支援型雇用創造事業の必要額（平

成２５年度実施分）』の事業名『特産品販売サイト関連事業』の事業

額６００万円の根拠を示す起案文書一式」について実施機関鎌倉市

長が平成２６年６月２３日付けで行った行政文書不存在決定処分は、

妥当である。  

 

２  異議申立ての主張の要旨  

 ⑴  本件異議申立ての経緯  

   本件異議申立ては、次のような経緯で行われた。  

  ア  行政文書公開請求書の提出  

 異議申立人は、平成２６年６月９日付けで鎌倉市情報公開条

例（平成１３年９月２８日条例第４号。以下「条例」という。）

に基づき、実施機関鎌倉市長（以下「実施機関」という。）に対

し、「２４鎌経第９４６号（文書番号）決裁日：平成２５年１月

２３日付『平成２５年度起業支援型雇用創造事業の必要額調査

等について』の添付書類の『平成２５年度起業支援型雇用創造

事業の必要額（平成２５年度実施分）』の事業名『特産品販売サ

イト関連事業』の事業額６００万円の根拠を示す起案文書一式」

について行政文書公開請求（以下「本件請求」という。）を行っ

た。  

イ  本件処分について  

 実施機関は、平成２６年６月２３日付け鎌倉市指令政第７号

で行政文書不存在決定処分（以下「本件処分」という。）を行っ

た。  

  ウ  異議申立書の提出等  

 異議申立人は、本件処分に対し、平成２６年６月２７日付け

で、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）に基づき、

異議申立てを行った。  

 ⑵  異議申立ての趣旨  

 異議申立てに係る処分を取り消すとの決定を求める。  
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 ⑶  異議申立ての理由要旨  

 異議申立人から平成２６年９月４日付けで提出された意見書及

び平成２７年２月２３日実施の口頭意見陳述における主張を総合

すると、異議申立ての理由は、次のとおりである。  

ア  行政文書不存在の理由は、「『平成２５年度起業支援型雇用

創造事業の必要額（平成２５年度実施分）』の事業名『特産品

販売サイト関連事業』の事業額６００万円については、口頭

による聴き取りを基に概算を経営企画課へ報告を行ったこと

から、起案及び決裁行為は行っておらず、このため起案文書

については物理的に存在しません。」としているが、理由付記

としては、必要かつ十分条件を満たしておらず違法不当であ

る。  

 イ  鎌倉市行政文書管理規則（以下「規則」という。）第３条第

１項において「事務処理に当たっては、処理の内容（行政文

書を管理するために必要な事項を含む。）を行政文書として記

録しなければならない。ただし、事務処理に係る事案が軽易

な場合は、この限りではない。」としている。この規則に照ら

せば、本件請求対象文書は軽易とは言えず、対象文書が不存

在であることは不当である。  

 

３  実施機関の行政文書不存在決定理由説明要旨  

 平成２６年８月２９日付けで提出された行政文書不存在決定理由

説明書及び平成２７年２月２３日実施の実施機関の口頭による決定

理由説明を総合すると、実施機関が行政文書不存在決定処分とした

根拠は、次のとおりである。  

⑴  理由の付記については、条例第１０条第２項では、「前項の場合

において、公開決定等の内容が公開請求に係る行政文書の全部を

公開するとき以外は、その理由を併せて通知しなければならない

（以下略）。」と規定しているが、理由を付記する場合の要件まで

は規定していない。  

本件理由付記では、「口頭による聴き取りを基に概算を経営企画

課へ報告を行ったことから、起案及び決裁行為は行っておらず、

このため起案文書については物理的に存在しません。」として本件

請求対象文書が不存在である具体的理由を記載しており、異議申
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立人の主張は失当である。  

⑵  本件請求に記載の「平成 25 年度起業支援型雇用創造事業の必要

額調査」については、事業を実施するために神奈川県が各事業の

概算を把握することにより基金の配分に活用するためのものであ

り、事業を実施するためのものではない。事業を実施するために

見積書を取得する際には、決裁行為を経て、これを依頼すること

もあるが、本件においては特に事業実施に直接関わるものではな

く、概算を求めるものであったことから、決裁行為を伴わず、口

頭により事業の概算について確認を行った。よって、本件請求対

象文書は物理的に不存在である。  

 

４  審査会の判断  

  当審査会は、異議申立人及び実施機関から各々の主張を聴取した

結果、次のように判断した。  

 ⑴  本件請求対象文書について  

   本件請求対象文書は、国の緊急経済対策による企業支援型雇用

創造事業が創設されるにあたり、県が行った事業希望調査に対し

て市が回答した事業の事業額６００万円の根拠を示す起案文書で

ある。  

当審査会は、本件請求対象文書について行政文書不存在とした

実施機関の処分について、以下、検討する。  

 ⑵  行政文書不存在について  

 異議申立人は、本件処分は規則第３条第１項に規定する軽易な

場合には該当せず、本件請求対象文書が不存在であることは不当

であり、起案文書を作成すべきであると主張する。また、不存在

処分理由についても、理由付記の要件を欠き不当であると主張す

る。  

これに対して、実施機関の処分理由説明によると、本件積算額

については、特に事業実施に直接関わるものではなく、事業費の

概算を求めるのみであったことから、決裁行為を伴わず、口頭に

よる概算の確認を行った。よって、本件請求対象文書は物理的に

不存在であると主張する。  

鎌倉市契約規則第３５条第３項によると、随意契約により契約

を締結しようとするときは、契約及び見積に必要な事項を示し、
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原則として２人以上から見積書を徴さなければならないとされて

いる。しかし、実施機関の処分理由説明及び本件請求以前に公開

された行政文書「２４鎌経第９４６号（文書番号）決裁日：平成

２５年１月２３日付『平成２５年度起業支援型雇用創造事業の必

要額調査等について』」について実施機関に確認したところ、前記

調査は、国の補正予算成立前に、神奈川県がすみやかに交付金を

内示するために行われた調査であって、補助金事業の全体像を把

握するために、県内全体での事業数と事業額を把握することを目

的とするものとのことであった。このことから、この調査への回

答は事業の実施を担保するもの及び契約締結のためのものではな

く、事業費の概算費用を確認するためのものであることが認めら

れる。このため、実施機関が口頭で概算費用の確認を行い、本件

請求対象文書を作成していないとする実施機関の説明は、不合理

とは言えない。  

以上のとおり、本件請求対象文書を作成していないとする実施

機関の説明には、特段の不自然、不合理な点は見当たらず、また、

実施機関の説明を覆すに足るだけの具体的な事実も根拠も認めら

れないことから、本件請求対象文書が物理的に存在することは確

認できなかった。  

また、異議申立人は、理由付記についても不当であると主張し

ているところ、理由付記制度の趣旨に鑑みれば、行政文書不存在

決定通知書に付すべき理由は、請求者において、不存在である具

体的な理由が、そもそも請求対象文書を作成または取得していな

いのか、存在はしたが保存年限が経過したため廃棄したのかなど、

なぜ行政文書が存在しないのかを了知し得るものでなければなら

ないと認められる。  

本件処分による理由付記では、本件請求対象文書を保有してい

ない理由について、そもそも請求対象文書を作成していないこと

が明記され、また、作成していない理由についても特段、不自然、

不合理な点は見当たらず、不備はないといえる。  

 

なお、異議申立人は、実施機関の事務処理が不適切である旨主

張している。しかし、当審査会は、実施機関の処分の妥当性につ

いて調査、審議する機関であり、実施機関の事務処理の適否を判
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断する機関ではないので、異議申立人のこの点における所論は失

当であり結論には影響しない。  

 

  よって、「１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

５  審査会の処理経過  

  当審査会の処理経過は、別紙のとおりである。  
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（別紙）  

 

処  理  経  過  

 

  

年  月  日  内   容  

２  ６  ／   ６  ／   ９  行政文書公開請求書が提出される  

    ６  ／  ２  ３  行政文書不存在決定通知書送付  

    ６  ／  ２  ７  異議申立書が提出される   （担当課：政策創造担当） 

    ７  ／  ２  ８  審査会に対し諮問  

    ８  ／   ４  実施機関に対し、行政文書不存在決定理由説明書の提出

要請  

    ８  ／  ２  ９  行政文書不存在決定理由説明書を受理  

    ９  ／   ３  異議申立人に対し、行政文書不存在決定理由説明書の写

しを送付及び意見書の提出要請  

    ９  ／   ４  異議申立人から意見書を受理  

    ９  ／   ８  実施機関に意見書（写）送付  

２  ７  ／   ２  ／  ２  ３  第６２回審査会で審議  

（異議申立人からの口頭による意見陳述）   

（実施機関からの口頭による決定理由説明）  

    ３  ／  １  ３  第６３回審査会で審議  

    ３  ／  １  ３  答申  


